
条

例 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
七
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る 

 
 

 
 

 

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
二
が
支
給
さ
れ
る
」
を
「
数
が
二
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

                                     

傷
病
補
償
年
金 

 

国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
同
法
第
三
十
条

の
四
の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
及
び
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給

付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障

害
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十

九
条
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
又
は
厚

生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合

制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済

組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
一 

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）

に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
又
は
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元

化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障

害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則

第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
障
害
厚
生
年
金
等
」
と
い

う
。
） 

 

〇
・
八
八 

〇
・
八
六 

 



                                
 
 

                  

遺
族
補
償
年
金 

障
害
補
償
年
金 

 

国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
（
昭
和
六
十
年
法

律
第
三
十
四
号
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
遺
族
基
礎
年
金
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則

第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共

済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
平

平 厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
又
は
平
成
二

十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化

法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済

年
金
（
次
項
に
お
い
て
「
遺
族
厚
生
年
金
等
」
と
い
う
。
） 

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金 

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金 

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金 

国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金 

障
害
厚
生
年
金
等 

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金 

昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
障
害
年

金 昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
第
五
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
船
員
保
険
法
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
障
害
年
金 

第
百
一
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

旧
農
林
共
済
法
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
旧
農
林
共

済
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
の
事
由
と

同
一
の
事
由
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
基
礎
年
金
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

〇
・
八
八 

〇
・
八
四 

〇
・
八
九 

〇
・
七
四 

〇
・
七
四 

〇
・
八
八 

〇
・
八
三 

〇
・
八
九 

○
・
七
五 

〇
・
七
五 

     

 



     
 
 

 
 

       

附
則
第
三
条
第
二
項
中
「
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
」
を
「
障
害
厚
生

年
金
等
」
に
、
「
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
国
民
年
金
法
に
よ
る
」
に
、
「
厚
生
年
金

保
険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」
を
「
遺
族
厚
生
年
金
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
二

が
支
給
さ
れ
る
」
を
「
数
が
二
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

         

附
則
第
三
条
第
四
項
中
「
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
」
を
「
障
害
厚
生

年
金
等
」
に
、
「
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
国
民
年
金
法
に
よ
る
」
に
改
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に

関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
（
同
項
の
表
傷
病
補
償
年

金
の
項
に
係
る
部
分
の
う
ち
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
同
法
第
三
十
条
の
四
の
規

定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る

    

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、
遺

児
年
金
又
は
寡
婦
年
金 

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
年
金 

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
遺
族
年
金 

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る

給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
又
は
旧
農
林
共
済
法
に
よ

る
遺
族
共
済
年
金
の
事
由
と
同
一
の
事
由
に
よ
り
支
給

さ
れ
る
遺
族
基
礎
年
金
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
寡
婦
年
金 

 

〇
・
九
〇 

〇
・
八
〇 

〇
・
八
〇 

 

 

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金 

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金 

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金 

国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金 

障
害
厚
生
年
金
等 

〇
・
八
九 

〇
・
七
五 

〇
・
七
五 

〇
・
八
八 

〇
・
八
六 

                



給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制

度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
旧
農
林
共
済
法
（
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
「
旧
農
林
共
済
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
の
事
由
と
同
一
の
事

由
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
基
礎
年
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
部
分
、

同
表
障
害
補
償
年
金
の
項
に
係
る
部
分
の
う
ち
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
の
部
分
及

び
同
表
遺
族
補
償
年
金
の
項
に
係
る
部
分
の
う
ち
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
（
昭
和

六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
及
び
平
成

二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
又
は
旧

農
林
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
の
事
由
と
同
一
の
事
由
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺
族
基
礎
年

金
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
寡
婦
年
金
の
部
分
に
限
る
。
）
、

新
条
例
附
則
第
三
条
第
二
項
（
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
及
び
国
民
年
金
法
に
よ
る

遺
族
基
礎
年
金
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
三
項
（
同
項
の
表
国
民
年
金
法
に
よ
る
障

害
基
礎
年
金
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
四
項
（
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基

礎
年
金
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、

学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
補
償
（
以
下
「
年
金
た
る
補
償
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
例
第
五
条
に
規
定
す

る
休
業
補
償
（
以
下
「
休
業
補
償
」
と
い
う
。
）
並
び
に
適
用
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生

じ
た
適
用
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
支
給
す
べ

き
事
由
の
生
じ
た
適
用
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
適
用
日
前
に
支
給
す
べ
き
事

由
の
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

３ 

新
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
（
同
項
の
表
傷
病
補
償
年
金
の
項
に
係
る
部
分
の
う
ち
国
民
年

金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
同
法
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
及
び
平
成

二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
、
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
、

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
又
は
厚

生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業

団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
附
則
第
二

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
旧
農
林
共
済
法
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
旧
農
林
共
済
法
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
の
事
由
と
同
一
の
事
由
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
基
礎
年

金
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
部
分
、
同
表
障
害
補
償
年
金
の
項
に
係
る
部



分
の
う
ち
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
の
部
分
及
び
同
表
遺
族
補
償
年
金
の
項
に
係
る

部
分
の
う
ち
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
附
則
第
二

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七

十
九
条
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
又
は
旧
農
林
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金

の
事
由
と
同
一
の
事
由
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺
族
基
礎
年
金
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
寡
婦
年
金
の
部
分
を
除
く
。
）
、
新
条
例
附
則
第
三
条
第
二
項
（
国

民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
及
び
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
、
同
条
第
三
項
（
同
項
の
表
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
の
項
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
及
び
同
条
第
四
項
（
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
支
給
す
べ
き
事

由
の
生
じ
た
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
並
び
に
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た

施
行
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事

由
の
生
じ
た
施
行
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の

生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


